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『こども誰でも通園』の利用者の追加募集を実施！ 
～ １次・２次の実施施設の空き枠を活用した追加募集となります ～ 

 

京都市では、令和８年度からの『こども誰でも通園制度（仮称）』の本格実施を見

据え、未就園児世帯のニーズや保育現場における課題等を把握し、円滑な本格実施に

つなげるため、『こども誰でも通園』の試行的事業を実施しています。 

この度、１次実施施設及び２次実施施設の受入定員の空き枠（計１３施設分）につ

いて、利用希望者の追加募集を実施します 

 
１ 対象児童 

  ０歳６か月から満３歳未満の未就園児（京都市民のみ） 

※１ 利用可能期間内に上記年齢であることが必要となります。 

※２ 実施施設により、受入年齢が異なります。 

 

２ 利用者募集期間 

（１）１１月１日（金）利用開始分（翌３月３１日（月）まで利用可能） 

   １０月１日（火）～１０月１４日（月）の間にお申込みください。 

（２）１２月２日（月）利用開始分（翌３月３１日（月）まで利用可能） 

   改めて、本市のホームページ上でお知らせします。 

  ※ 令和７年１月以降の募集は、実施施設の空き枠や１１月・１２月利用開始分 

の利用者募集の状況を踏まえて検討し、実施する場合は、本市ホームページ上 

でお知らせします。 

  

３ 利用者選定までの流れ（１１月１日（金）利用開始分） 

  ・１０月１日（火）～１０月１４日（月）：利用者募集 

 ・１０月１７日（木）：利用者の選定、結果通知の発送等 

  ・～１０月３１日（木）：利用者と実施施設の事前面談 

 ※ 受入定員を超える申込があった場合は、抽選にて利用者を選定します。 

 

４ 実施施設（１１月１日（金）利用開始分）及び申込方法 

以下のＵＲＬ又は２次元コードから利用の流れや実施施設等を御確認のうえ、お

申込みください。 

なお、１２月利用開始分の実施施設は、改めて、本市ホームページ上で 

 お知らせします。 

 URL: https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000332739.html 
 

５ その他 

・ 保護者の就労の有無等を問わず、月１０時間まで、保育施設等を利用すること 

で、お子様が集団生活を経験でき、保護者の方も自分の時間を過ごすことができます。 

 ・ 利用料として、１時間当たり３００円を上限に施設が徴収します。 

（別途、施設の事業内容により実費負担が発生する場合があります。） 
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